
千葉県県民活動推進懇談会設置要綱 

 
（ 設 置 目 的） 
第１ 条 県 民 活 動の 推 進 に 当 た り、市 民 活 動 団 体 等、関 係 す る 各 分 野 の 立 場 
か ら の 意 見等 を 広 く 求 め る た め 、 千 葉県 県 民 活 動 推進 懇 談 会（ 以 下「 推 
進 懇 談 会 」 とい う 。） を 設 置 す る。 

な お 、推 進 懇談 会 は 、地 方 自 治 法第 １ ３ ８ 条 の ４ 第 ３ 項 の 規 定 に 基づ 
く附 属 機 関 では な い 。 

（ 所 掌 事 務） 
第 ２ 条 推進 懇 談 会 は 、 次 の 各号 に 掲 げ る 事 項 を 所掌 す る 。 

（ １ ） 千 葉県 県 民 活 動 推 進 計 画に 基 づ く 施 策 の 実 施に 関 す る 事 項 
（ ２ ） そ の他 必 要 な 事 項 

（ 組 織 ） 
第 ３ 条 推 進 懇 談 会 は 、 有 識 者 、 市 民 活 動 団 体 関 係 者 、 社 会 福 祉 協 議 会 関 

係 者 、企 業 関 係 者 、及 び 市 町 村 関係 者 等 の 中 か ら 、環 境 生活 部 長 が 依 頼 
する １ ０ 名 以 内の 委 員 で 構 成 す る 。た だし 、市 町 村 関 係者 の 委 員 は 、あ 
ら か じめ 指 名 し た者 に そ の 職 務 を 代 理さ せ る こ と が で き る。 

２  環 境 生 活 部 長 は 、 参 考 意 見 又 は 参 考 情 報 を 求 め る こ と を 目 的 と し 
て 、関 係 者 を 参考 人 と し て 出 席 を 求め る こ と が で き る 。 

（ 任 期 ） 

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、５ 年 以 内 で 環 境 生 活部 長 が 定 め た 期 間 とす る 。 

２ 各 委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と 
す る 。 

（ 座 長 及 び副 座 長 ） 

第 ５ 条 推進 懇 談 会 に 座 長 及 び副 座 長 を 置 き 、委 員 の 互 選 に よ り こ れ を定 
める 。 

２ 座 長 は、推 進 懇 談 会 を 総 括す る 。 

３  副 座 長 は 、座 長 を 補 佐 し 、 座 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 
理す る 。 

（ 招 集 ） 
第 ６ 条 推進 懇 談 会 は 、 必 要 に応 じ 環 境 生 活 部 長 が招 集 す る 。 

（ 幹 事 会 ） 

第 ７ 条 第 ２ 条 に 掲 げ る 事 項 を検 討 す る た め 、推 進 懇 談 会 に 必 要 が あ ると 
きは 幹 事 会 を置 く こ と が で き る 。 

２ 幹 事 会の 委 員 は 、 推 進 懇 談会 の委員の中から、 座 長 が 指 名 す る。 
３ 幹 事 会に 座 長 及 び 副 座 長 を置 き 、 委 員 の 互 選 によ り 定 め る 。 
４ 座 長 は、 会 議 を 総 括 す る 。 
５ 座 長 に事 故 あ る と き は 、 副座 長 が そ の 職 務 を 代理 す る 。 

６ 座 長 は 、必要 と 認 め る と きは 、関 係 者 及 び 関 係職 員 の 出 席 を 求 め 、意 
見を 聴 く こ とが で き る 。 

 

（ 報 償 費 及び 費 用 弁 償 ） 
第 ８ 条 委員 に 支 給 す る 報 償 費の 額 は 、 別 に 定 め る。 

２  委 員 の費 用 弁 償 の 額 は 、委 員 の 勤 務 地 又 は 居 住地 の い ず れ か 近 い 方か 
ら起 算 し 、 合理 的 な 経 路 に係る経 費 と す る 。 

３ 委 員 の う ち 、 県 及 び 市 町 村 の 職 員 で あ る 者 に 対 し て は 報 償 費 の 支 払 い 
及 び 費 用 弁償 を 行 わ な い 。 

 
（ 庶 務 ） 
第 ９ 条 推進 懇談会の庶務は、 環境生活部県民生活課において行う。 



（ そ の 他 ） 

第 １ ０ 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 推 進 懇 談 会 の 運 営 に 必 要 な 事 項 は 、 
別 に 定 め る。 

（ 失 効 ） 
第 １ １ 条 こ の 要 綱 は 、 令和１３年 ３ 月 ３ １ 日 限 り、 そ の 効 力 を 失 う 。 

（ 附 則 ） 
１ こ の 要綱 は 、 令和８年４月１日 か ら 施 行 す る。 


